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1． 著作権法に定める権利制限規定のうち、次の3つについて、簡潔に説明しなさい。
＜私的使用のための複製（著作権法第30条1項）＞

＜授業の過程における利用（著作権法第35条）＞

＜営利を目的としない上演等（著作権法第38条）＞

　
２．「引用」とは何か。具体的にどのような場合を「引用」というのか、記述しなさい。
３．著作権法上における「引用」に関する規定は次のとおりである。空欄を埋めなさい。
　●著作権法第32条（引用）
１　　　　　　　　. された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
 　  　　　　　　　　 . するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の 　　　　　　　　　　　　　　. で行われるものでなければならない。
２　国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に 　　　　. することができる。ただし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　 場合は、この限りでない。
４．研究者マナーの観点から他人の著作物（本や論文の内容等）を「引用」する際には、どのような点に留意すべきか。著作権法において引用が認められる２つの条件、①「公正な慣行に合致」すること、②「引用の目的上正当な範囲内」で行われること、の「公正な慣行に合致」と「引用の目的上正当な範囲内」に該当するか否かの判断基準について記述しなさい。
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1．次の文章は、自分のレポートに他者の著作から引用し、論述した部分を抜き出したものです。
　　文章を読んで、引用の４つの要件（明瞭区別性、主従関係、必要最小限、出典明示）について次の問いに答えましょう。
「大学の授業は，選択することができる。それは，学生が主体的に学問に取り組めるということである。」（１），と言われるように，一般的に大学では高校とは異なり，学生が自らの選択により能動的に学習することが求められる。そして，能動的学習を通じて，社会人として必要な基礎力，例えば，行動力，考え抜く力，コミュニケーション力などを身につけることにもつながる。

注（１）山口太郎，『入学前に知っておきたい大学での学び』第6版，山口出版社，2010年，p125．
　（１）このレポートで「明瞭区別性」を生むために工夫されていることは何ですか。
	


　（２）このレポートは「主従関係」が成立しています。それはなぜですか。（　）内に適語を補ってください。

	このレポートは（　　）的、（　　）的共に、自説が（　　）になり、引用箇所が従になっているから


	山口太郎，『入学前に知っておきたい大学での学び』第6版，山口出版社，2010年，p125
（　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　　）


　（３）このレポートの“注”は「出典明示」にあたります。次の（　　）内に出典明示に必要な要素を語群か
ら選んで書き出しましょう。（語群：書名、引用ページ、出版年、著者名、出版社）
　（４）上の“（１）～（３）”以外で、このレポートが満たしている要件は何ですか。
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１．身近にある研究ノートについて、その記述の作法あるいは留意点を調べて下記にまとめて下さい。もし、身近に研究ノートがない場合はネット検索あるいは研究ノートに関する書籍から調べてまとめて下さい。
